都市計画道路補助第１５４号線道路予定区域（明大前駅駅前広場）
における時間貸し駐車場の管理運営等に関する協定書

　世田谷区（以下「甲」という。）と○○○○○○○○○（以下「乙」という。）は、都市計画道路補助第１５４号線予定区域（明大前駅駅前広場（以下、｢駅前広場｣という。））において、乙が時間貸し駐車場（以下、｢駐車場｣という。）の管理運営等を行うことに関して、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条　この協定は、乙が駅前広場で行う駐車場の管理運営及び地域等のイベント開催時の協力について、道路法に基づく道路占用許可に係る規定で定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

（法令の遵守）

第２条　甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの協定を履行する。

（協定の期間）

第3条 本協定の効力は、協定締結の日から令和１１年３月３１日までとする。
２　この協定は、令和１１年３月３１日以降、道路事業に支障を来たさない限り、甲乙協議により、一年を超えない範囲で更新することができるものとする。

（対象範囲）

第４条　この協定の対象範囲は、別添平面図に示す占用区域用地のほか、駐車場の出入口で車両により、路面等に影響を受ける部分とする。
（駐車場の仕様）

第５条　駐車場仕様及び配置等は、以下のとおりとする。
　①駐車台数は５台とし、駐車位置は別添平面図のとおり現在と同様に東側とする。

　②車両移動防止装置を設置する場合は、平坦性を確保する必要があるため、段差が２cm以下とする。また、車止め・フェンスについては、着脱式とし、イベント使用時などに取り外した状態では、路面に突起物が出ない構造とする。
（駐車料金）

第６条　駐車料金については、地元商店街の荷捌き利用等に供するため、入庫
後、最初の２０分間は課金しない。また、２０分を超過した際の料金設定については、近傍の料金体制と著しく乖離しないよう設定する。乙は、２０分を超過した際の料金を定めた場合又は変更する場合は、事前に甲に通知する。
（乙の担当者の選任及び甲への通知）

第７条　乙は、駐車場の管理、運営等に係る責任者を選任し、遅滞なく甲に文書で通知する。

（維持管理）

第８条　乙は、第２条に示す対象範囲を適正に維持管理し、これに要する費用は全て乙が負担するものとする。また、駐車場の管理運営に起因して道路管理者又は第三者に損害を与えたときは、乙の責任において措置する。
２　乙は周辺環境に配慮し、美観等損なうことのないよう、定期的に清掃・点検を行う。万が一、不法投棄物等があった場合は、乙の費用負担にて直ちに処分する。
（近隣対応）

第９条　駐車場の施設、運営等に係る近隣住民等からの苦情等については、乙が乙の責任により、誠実に対応する。

（地域への協力）

第１０条　乙は、以下の明大前駅駅前広場を使用して行う地域のイベント（年間３０日間、不定期、➀世田谷区のイベント　➁地元町会のイベント　➂商店街振興組合等のイベント）開催時は、時間貸し駐車場を一時閉鎖する。
駐車場を閉鎖する場合は、フェンス及び車止めを撤去し、占用範囲を地域に開放する。これらに要する準備作業等は、乙が行う。なお、甲はイベントに伴い発生する事故等の責任は、乙に問わない。　
２　乙は、イベント開催時には、駐車場区域用地をイベント会場として、イベント開催者に二次占用させることを了承することとする。
３　前項のほか、駅前広場に面した家屋の引越し、改修等が生じ、車両等の進入のため、フェンス等の取り外しの必要が生じた場合には、乙が取り外す。

（道路占用許可取消に伴う解除）

第１１条　道路法第７１条（道路管理者等の監督処分）により、道路占用許可が取り消された場合は、この協定を解除する。

(甲の解除権)
第１２条　甲は、乙が募集要項の１－６に示す要件を満たさなくなった場合、又は駐車場管理運営上の問題が生じる等の支障を来たす場合、協定を解除できる。

２　甲は、令和１１年３月３１日以降、必要がある時は乙と協議の上、３ヶ月前に通知して、この協定を解除することができる。なお、これに伴う損失が発生した場合においても、甲はその責任を負わない。
（乙の解除権）

第１３条　乙は、甲が駐車場としての事業を一時中止させようとする場合において、その中止期間が３月以上に及ぶときは、甲と協議の上、この協定を解除できる。

（管轄の裁判所）

第１４条　この協定から生ずる権利義務に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって、管轄裁判所とする。

（その他）
第１５条　この協定に定めのない事項及びこの協定の各事項について、大きな変更等、疑義が生じた場合は、甲乙間において別途協議のうえ定めるものとする。

２　不正利用、放置車両等に関する一切の対応及び費用は、乙の負担とする。

　　この協定締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有するものとする。
　令和　年　　月　　日
　　　　　　　　　　   　　甲　世田谷区世田谷四丁目２１番２７号

　　　　　　　　　　　　　　   　世田谷区長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　保　坂　展　人
　　　　　　　　　　　   　乙　
